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調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日

　地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

令和7年2月27日

令和７年度札幌SDGs企業ポータルサイトシステム改修及び運営・保守等業
務

経済観光局産業振興部経済企画課

株式会社ラプト

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　選定事業者は、令和５年度に構築した札幌SDGs企業ポータルサイトの開発事業者である
が、SDGs企業登録制度申請のためのシステムは選定事業者の独自プログラムにより開発さ
れ、当初開発からの仕様の細部まで熟知していることから、改修に際しても、安定的かつ
迅速に実施することができ、作業工程が必要最小限で済むことから費用を抑えることが可
能である。
　また、改修を行いながら、運用・保守を行い、システムを停止することなく安定的な運
用を継続することは、開発及び運用を行ってきた当該事業者でなければ的確かつ迅速に対
応を行うことはできない。
　また、企業の広報ページについても、システムと連動した構造となっており、サイバー
セキュリティリスクの観点から、ソフトウェアのバージョンアップに随時対応する必要が
あるとともに、システムと連動した柔軟性・拡張性を保てる運用体制を維持する必要があ
る。
　以上のことから、システム及び広報ページの一体的運用・保守管理が不可欠であるが、
選定事業者は必要十分な専門知識と体制を備えており、安定的かつ円滑な運用・保守及び
迅速な対応が可能な唯一の事業者であることから、当該事業者を特定随意契約の見積参加
者とする。

根拠法令


